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日本政府は 1996年 以降、アジアのいわゆる発展途上国に対し、法整備支援を開始 した。

日本が最初に支援を開始 したベ トナムでは、共産党勢力が強く、エ リー トである検察官は

共産党員が占め、政治色の強いものであった。また、それに対 し、裁半J官や弁護士は、共

産党員でない人々も多く、あまり権力がないため、結局公正な裁判ができない状況であつ

た。カンボジアでは、民法がないため、遺産相続の際、自分の利益のために兄弟を殺 した

り、裁判官に対 し賄賂を渡すといつた事態が多発 していた。そんな非常事態にもかかわら

ず、ポルポ ト政権下で大量虐殺が行われ、国内に法律家が 4～ 7人 しか残らなかつた。

国内の決まり事である法整備に、他国が介入 していいものか、という疑問を抱く人もいる

だろう。 しかし、同じようなことは歴史上様々な国でみられた事なのだ。例えば日本も明

治時代には、西洋の技術や文化をいち早く取 り入れるため、「お雇い外国人」と呼ばれる人々

をヨーロッパから大勢招いた。その中の一人が、パヅ大学の民法の教授、ボアンナー ドで

あつた。彼は日本国内に法律学校を設立 し、日本における法学教育の先駆者 となり、また

自ら民法の草案を作 りあげた。国王の権力が強く、フランス革命においては多くの国民の

首がはねられたという歴史をもつフランス法の風潮は、当時不平等条約改正に焦点のあっ

ていた日本の国情にはあわず、結局実現には至らなかったものの、彼の日本に与えた影響

は大きかった。

そもそも、法整備支援 とは何なのか。それは法律分野での開発援助、国際協力であり、一

つ目が、立法支援である。昨年のカンボジアにおける、民法・民事訴訟法の制定が例であ

る。二つ目が、法曹養成支援である。これは先程のベ トナムのように、政治と絡んで法律

家正 しい裁判ができない、といった状況を回避するため、法律家の養成を手助けすること

である。三つ 目が法学教育支援である。これは、現在名古屋大学もさかんに行つている、

身近なものである。ベ トナム、ラオス、カンボジアやモンゴルなどからの留学生を法科大

学院に迎え、現代の法学を学ぶ機会を与えたり、 日本の法律を学ばせるセンターをそれ ら

の国々に設立し、その中の優秀な20名 に4年間日本語教育を行い、日本語検定 2級 レベ

ルの日本語を習得させ、その 3年目から日本法教育を日本語で行 うなどといったものであ

る。これは、日本法の英訳化がまだ進んでいないとい う事情によるものである。その中で

も優秀な者には奨学金を出すなどして、より活発な教育がめざされている。

日本のЛCAの他、スウェーデンの SIDA、 アメリカの USAIDな ど、様々な機関が、現在

移行期
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ある国々の支援に力を注いでいる。
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今回先生の講義をお聞きして、私たちにとつてはお難 くて少 し遠いものに感 じる憲法や、

うつとうしくてつい破 りたくなつてしまいがちな校則などの「きまり」の重要さを改めて

知った。少 し悲 しいが、いくら人には心がある、と言つても、人間の理性のもつ制御能力

には限界があると思 う。小さい頃から、「お店のものを盗んだら犯罪だよ」「人を殺 したら

捕まるよ」といつた 「きまり」を教えられて、人は自然と自分の行動をコン トロールでき

るようになるし、良し悪しの境界を知ると思 う。私はそ ういった感覚(OOはいけない事だ、
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など。)が 当たり前のものだと思つていたので、遺産相統の際自分の利益のみに日がくらん

で兄を殺してしまった人の話にはかなり衝撃を受けた。しかしよく考えてみれば、多くの

人々が飢え、明日の食べ物を求めてさまよい歩いているような国で、「法律がない」とはと

ても恐ろしい事態だ。そういつた事件が起きたのも無理ないように思える。

確かに、一国の基盤となる法律を他国が作ってしまつて良いものか、という疑問はもつと

もである。しかし、もし日本が明治維新の際、西洋の法律を参考にし取り入れることがな

かつたら、現在の私たちの平和な暮らしは無く、天皇中心の軍国主義国のままだつたかも

しれないのだ。現在日本が行つている様々な経済支援は重要なものだろう。しかしそれは

ひょっとしたら、その国がその場の危機を乗り切るための一時的効果をもたらすにすぎな

いものかもしれない。それに対し、法整備支援はその国のずつと先の平和や繁栄を約束す

るものになりうると思う。

日本が、明治維新、戦争を乗 り越え、先進国として発展をとげた現在までに培ってきたも

のを、今度は発展途上国に伝える番だと思う。日本の法律の英訳化が進んでいないために、

留学生の学習が少 し遠回りになっているのでは、という気も最初はしたが、その言語だか

らこそ伝わる細かいニュアンスもあると思う。名古屋大学が、世界にまで手を伸ばしそう

いつた法律家養成教育を行つていることは今回はじめて知った。法律には正直あまり興味

が無かったが、日本が作つた外国の法律がどんな内容であるのか、これから知つてみたい

と思つた。


